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平成 26 年 ３ 月 31 日（月曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 ４０ 　号）

　　　　選挙管理委員会
○石川県公職選挙事務執行規程の一部改正 　１

○石川県選挙管理委員会組織運営規程の一部改正 　１

石川県選挙管理委員会告示第52号
　石川県公職選挙事務執行規程（昭和30年石川県選挙管理委員会告示第３号）の一部を次のように改正する。
　　平成26年３月31日

石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会　

　第３条中「 地 方 書 記 長 が 置 か れ て い る 区 域 」を「 中 能 登 事 務 局 及 び 奥 能 登 事 務 局 の 所 管 区 域 」に、「 地 方 書 記 長」

を「 事 務 局 長」に改める。

　　　附　則　　　

　この規程は、平成26年４月１日から施行する。

石川県選挙管理委員会告示第53号
　石川県選挙管理委員会組織運営規程（昭和56年石川県選挙管理委員会規程第１号）の一部を次のように改正する。
　　平成26年３月31日

石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会　

　第14条第１項中「 石 川 県 総 務 部 地 方 課 内」を「 石 川 県 総 務 部 市 町 支 援 課 内」に改め、同条第２項中「 地 方 事 務 局 を」

を「 中 能 登 事 務 局 及 び 奥 能 登 事 務 局 を」に改め、同項の表中「 中 能 登 地 方 事 務 局」を「 中 能 登 事 務 局」に、「 奥 能 登

地 方 事 務 局」を「 奥 能 登 事 務 局」に改める。

　第15条第２項中「 地 方 事 務 局」を「 中 能 登 事 務 局 及 び 奥 能 登 事 務 局」に、「 地 方 書 記 長」を「 事 務 局 長」に、「 地 方

書 記 次 長」を「 事 務 局 次 長」に改め、同条第３項中「 地 方 課 長」を「 市 町 支 援 課 長」に、「 地 方 課 長 補 佐」を「 市 町

支 援 課 長 補 佐」に改め、同条第４項中「 地 方 書 記 長」を「 事 務 局 長」に、「 地 方 書 記 次 長」を「 事 務 局 次 長」に改め、

同条第５項中「 地 方 課」を「 市 町 支 援 課」に、「 地 方 事 務 局」を「 中 能 登 事 務 局 及 び 奥 能 登 事 務 局」に改め、同条第

６項中「 地 方 課 長」を「 市 町 支 援 課 長」に改める。

　第16条第３項中「 地 方 書 記 長」を「 事 務 局 長」に改め、同条第４項中「 地 方 書 記 次 長」を「 事 務 局 次 長」に、「 地

方 書 記 長」を「 事 務 局 長」に改める。

　第20条の表第２条第２号及び第８号、第８条第２項第２号、第10条第２項、第12条第１項、第14条第１項及び第３
項、第29条第１項、第30条、第34条第１項の項及び第２条第２号の項中「 地 方 事 務 局」を「 中 能 登 事 務 局 及 び 奥 能 登

事 務 局」に改め、同表第６条第１項第２号から第４号までの項中「 中 能 登 地 方 事 務 局」を「 中 能 登 事 務 局」に、「 奥

能 登 地 方 事 務 局」を「 奥 能 登 事 務 局」に改め、同表第７条第３項の項中「 地 方 書 記 長」を「 事 務 局 長」に改め、同表

第８条第２項第２号の項及び同表第10条第２項の項中「 地 方 書 記 次 長」を「 事 務 局 次 長」に改め、同表第14条第１項、
第29条第１項、第30条の項中「 地 方 事 務 局」を「 中 能 登 事 務 局 及 び 奥 能 登 事 務 局」に改め、同表第14条第３項の項及
び同表第32条、第54条第１項から第３項まで及び第５項、第55条第１項の項中「 地 方 書 記 長」を「 事 務 局 長」に改め、

同表第33条第１項及び第５項の項中「 総 務 部 地 方 課 長」を「 総 務 部 市 町 支 援 課 長」に改める。

　第22条中「 地 方 書 記 長」を「 事 務 局 長」に改める。

目　　　　　　　　　　　次

選 挙 管 理 委 員 会



2 平成 26年３月 31日（月曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

（１箇月2,350円送料とも） 発行人　〒920-8580　石川県金沢市鞍月１丁目１番地　　　 石　川　県
印刷所　〒921-8064　石川県金沢市八日市４丁目265番地４　㈲プランニング・エージ　TEL（076）274-2225

別表中「 中 能 登 地 方 書 記 長 印」を「 中 能 登 事 務 局 長 印」に、

「

石 川 県 選 挙

管 理 委 員 会

中 能 登 地

方 書 記 長

」

を

「

石 川 県 選 挙

管 理 委 員 会

中 能 登 事

務 局 長

」

に、

「 奥 能 登 地 方 書 記 長 印」を「 奥 能 登 事 務 局 長 印」に、

「

石 川 県 選 挙

管 理 委 員 会

奥 能 登 地

方 書 記 長

」

を

「

石 川 県 選 挙

管 理 委 員 会

奥 能 登 事

務 局 長

」

に改める。

　　　附　則

　この規程は、平成26年４月１日から施行する。


